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ばいじん処理用キレート剤 仕様書 

 

１．品  名   ばいじん処理用キレート剤 

 

２．用  途    第１クリーンセンター及び第２クリーンセンターの焼却炉から発生 

する、ばいじん及び焼却灰に含まれる重金属の溶出抑制薬品 

 

３．規  格    見積者は市が事前に供試するばいじんで性能試験を行ない下記の性質及び

基準を満たす薬剤を見積もること。 

（１）性 質 

外    観   液体状 

比    重   １．２ ～ １．３ 

ｐＨ   １３以上 

粘    度   １０ｍＰａ・ｓ以下 

成    分   水溶性の有機キレート化合物 

・用途に記載した目的を達成する品質及び性能が確保される規格であること。 

 

（２）ばいじんの重金属溶出基準値を超えないこと。 

基準値                          単位：［㎎／ℓ］ 

 ｃｄ ｐｂ ｃｒ6+ Ａｓ+ Ｈｇ Ｓｅ 水分％

埋立基準値等［㎎／ℓ］ 0.3 0.3 1.5 0.3 0.005 0.3 20～23

薬剤添加率 2.0ｗｔ％ 基準以下 基準以下 基準以下 基準以下 基準以下 基準以下 範囲内 

薬剤添加率 3.0ｗｔ％ 基準以下 基準以下 基準以下 基準以下 基準以下 基準以下 範囲内 

薬剤添加率 4.0ｗｔ％ 基準以下 基準以下 基準以下 基準以下 基準以下 基準以下 範囲内 

（注 1）第１・第２クリーンセンターそれぞれの試料を測定すること。 

（注 2）「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」に定められた溶出試験方法による。 

 

（３）キレート剤原液からのガス発生量は、下記の基準値を超えないこと。 

測定ガス項目 発生ガス基準 

ＣＳ2 0.8ｐｐｍ 以下 

Ｈ2Ｓ  １ｐｐｍ 以下 

（注 1）キレート剤（原液）50g をポリ容器（容器 500mℓ）に入れ密栓し、１時間後に

二硫化炭素（ＣＳ2）と硫化水素（Ｈ2Ｓ）の発生量をガス検知管で測定する。 

 

（４）キレート剤をばいじんと混合した時のガス発生量は、下記の基準値を超えないこと。 

測定ガス項目 発生ガス基準 

ＣＳ2 0.8ｐｐｍ 以下 

Ｈ2Ｓ  １ｐｐｍ 以下 

（注 1）第１・第２クリーンセンターそれぞれの試料を測定すること。 

（注 2）ばいじんにキレート剤と適量の水を添加して混練し、その混練物 50g をポリ容

器（容器 500mℓ）に入れ密栓し、１時間後に二硫化炭素（ＣＳ2）と硫化水素（Ｈ2Ｓ）
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の発生量をガス検知管で測定する。 

 

 

（５）使用条件 

１）混練装置内に固まりの発生及び混練装置への固着がないこと。 

２）混練装置を２日～３日程度停止させた後、運転再開時に通常通り運転が行える

こと。 

３）ばいじんを貯留する灰ピットにおいて、固まりの発生及びピット壁面での固着

がないこと。 

 

（６）供試ばいじん支給日 

１）平成２４年  月  日（  ）10：00～14：00 の間に第１クリーンセンター

及び第２クリーンセンターへ受取に来ること。 

２）供試ばいじん用として厚手のビニール袋又は容器等を持参すること。 

３）保護具等を持参すること。 

 

４．購入予定数量 （１）第１クリーンセンター ３３，０００kg（運転状況により増減する） 

         （２）第２クリーンセンター ２６，０００kg（運転状況により増減する） 

 

５．契  約   （１）１kg 当りの単価契約とする。 

         （２）製品安全データシートを提出すること。 

（３）契約時に性能試験結果を提出すること。 

（４）実際の薬剤使用時に、上記３．規格の条件を満たさない場合、受注者は

協議の上、規格の条件を満たす代替薬剤を納入するものとする。 

 

６．契約期間   平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

 

７．納  品    

（１）第１クリーンセンター 

１）１回につき 2,000 ㎏を目安でタンクローリー車による搬入とし、 

上越市がその都度指示する。 

２）荷降し作業は、受注者が責任を持って行うこと。 

３）平日、休日を問わず納品できるものとする。 

（２）第２クリーンセンター 

１）１回につき 10,000kg を目安で１ｔコンテナ(２段積み可能)による搬

入とし、上越市がその都度指示する。 

２）荷降し作業は、発注者がフォークリフトにて行う。 

３）平日、休日を問わず納品できるものとする。 
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８．納入場所   （１）第１クリーンセンター（上越市東中島 2588 番地） 

ばいじん処理用キレート剤注入口 

（２）第２クリーンセンター（上越市東中島 2963 番地） 

灰貯留場内キレート剤コンテナ置場 

 

９．環境配慮に関する事項 

         （１）業務の遂行にあたり車両を運行する場合は、アイドリングストップや経済 

            速度走行の励行等、できる限り地球温暖化及び大気汚染の防止に努めるこ 

と。 

         （２）その他環境に配慮した業務の遂行に努めること。 

10．そ の 他   （１）業務にあたっては、上越市財務規則(昭和４６年規則第３５号)を遵守 

するものとし、もし疑義が生じたときは協議するものとする。 

（２）農道（農耕車専用道路）への乗入れは禁止とする。 

（３）搬入時に、試験成績表を提出すること。 

（４）搬入作業は、関連各法令の規定に準拠し有資格者が行うこと。 

（５）第１クリーンセンターへの搬入車両は、高さ制限３.４ｍとする。 

（６）この仕様書に定めのない事項については、その都度双方協議の上決定 

   し処理するものとする。 
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